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社会福祉法人 南河学園 
 

平成２９年度 法人事業報告 

（職務執行状況報告） 
 
 法人経営組織のガバナンスの強化のため、議決機関としての評議員会を設置し、

本年度よりスタートさせた。役員、理事会、評議員会の権限、責任に係る規定等の

整備の検討をした。法人の財務規律の強化として、役員等の報酬規程の作成及び社

会福祉充実残額の明確化を行った。引き続き、大阪府及び柏原市と協同して、積極

的に地域貢献事業に取り組むことができた。 
 全ての保護者が安心して、安全に子育てができる環境整備に協力すると共に、や

むを得ず親子が離れなければならなくなった家族を社会的養護の一端を担う一員

としての役割に取組んだ。次世代の社会を担う子ども一人ひとりの育ちを保障し、

総合的な視点からの子育て支援と児童の自立支援に邁進した。 
 
１ 重点事業の実施状況 
（１） 新定款に基づく管理体制としての諸規程の作成、定款の見直しを実施した。 

  ① 役員等報酬規程の作成（承認済） 

  ② 経理規程の一部改正（承認済） 

第 2章 勘定科目及び帳簿（会計帳簿の保存期間）第 11 章 契約（随意契約） 

  ③ 就業規則（正規職員）の改正案を検討した。 

当法人の就業規則（正規職員）は、平成 28 年 4 月 1 日に一部改正をしてい

る。近年、他法人に於いて、労務管理上の問題となる事例が頻発している状

況にある。当法人には現在のところ、そのような事例は見られないが、現状

の就業規則では対応できない状況になった場合に、即時対応できるように

改正案を検討した。（詳細は別途記録あり） 

  第 2 章 人事（試用期間中の解雇・休職・復職後の再就職・復職の手続き・解雇） 

  第 3 章 服務（服務違反への対応）第 4章 勤務・休暇等（特別有給休暇） 

  第 7 章 表彰及び懲戒（制裁の種類） 

  ④ 定款の一部変更 

第 3章 評議員会（開催 議長の選任）第 5章 理事会（議事録） 

○ 定款の目的の記載内容変更手続きの件 

  ⑤ 諸規程（公用車・私有車の使用規程）の制定 

⑥ 給与規程の一部改正 

     第 4 章 諸手当（処遇改善手当の追加） 

 

（２） 大阪しあわせネットワークと地域貢献委員会（柏原市民間社会福祉施設連絡会）

との連携推進事業として、事業に係る助成金（470,000 円）を大阪府社会福祉

協議会より受けて取り組んだ。 

  ① 柏原ふれあい広場に参加した。（平成 29 年 11 月 19 日） 



（協賛金費用、地域貢献委員会の啓発活動に係る配布グッズ費用に一部活用） 

  ② 地域に向けたフォーラムの開催 

     開催日 平成 30 年 3 月 24 日（土）13：30～ 

     会 場 アゼリア柏原 

     内 容 地域貢献委員会の紹介、映画上映（さとにきたらええやん）、各施設

の事業等の啓発活動を行った。 

 

（３） 養成校との連携を緊密に行い、保育士を中心とした社会福祉に関する人材

の育成と人材確保に取り組んだ。（南河学園） 

     養成校と受入れ施設との全体連絡会議に参加するとともに、養成校の実

習懇談会に出席した。年間事業計画書の実習受け入れ表に記載のとおり、年

間を通して数多くの養成校からの実習生を受け入れ、実習指導・人材育成に

取り組んだ。 

 

（４） 社会福祉法人南河学園「 創立１００周年 記念誌 」作成の準備計画を実施

した。 
（詳細は別途記録あり） 

     創立１００周年 記念日 ２０２５年（新元号〇〇７年）２月１１日 
記念誌制作のスケジュール 

   ２０２３年（新元号〇〇５年）～２０２４年（新元号〇〇６年） 

〇 編集委員会を発足させ、基本・編集方針と全体像を決める。原稿の収集を開 

始する。 

〇 印刷、製本、納品（2024 年 12 月） 

 

（５） 第２の地域小規模児童養護施設を開設した。（南河学園） 

  ○ 平成 29 年度地域小規模児童養護施設指定申請（平成 29 年 4 月 24 日） 

  ○ 指定許可（平成 29 年 5 月 1日） 

対象児童５名 配置職員４名 年間予算 1,820 万円 

  ○ 入居開始（平成 29 年 5 月 28 日） 

 

（６） 給食業務外部委託（南河学園）（詳細は別途記録あり） 

  〇 給食業務委託契約の締結（平成 29 年 6月 1日） 

○ 委託会社（株）マルワ 

○ 契約期間（平成 29 年 6月 1日より平成 30 年 3 月 31 日まで） 

○ 費用  固定管理費（月額）1,566,000 円（税込） 

食材料費（１食当り 税別） 

朝食 190 円 昼食 240 円 夕食 310 円 合計 740 円（日額/１人） 

○ 給食業務外部委託に係る経費等の検証を実施した。（平成 29 年 8 月 15 日） 

① １ヶ月分の支払金額（税込）の対比 

    ② 分析結果、今後の対応のまとめ 

   ※ 契約更新に向けて、前述の内容等を再検討したうえ、交渉を実施した。 

 

 



（７） 平成２９年度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業（阪神馬主分） 
の申請（厨房機器 スチームコンベクションオーブンの購入）（南河学園） 

 
○ 助成事業実施計画の申請（平成 29 年 5月 9日） 
○ 施設整備等助成金の交付決定通知（平成 29 年 8 月 29 日） 

○ 助成金目録贈呈式（阪神競馬場）（平成 29 年 9 月 16 日） 

○ 購入業者（(株）ビティー)との売買契約の締結（平成 29 年 9 月 19 日） 

○ 助成事業実施報告書、助成金交付請求書の提出（平成 29 年 10 月 17 日） 

総事業費 1,485,000 円 助成金 1,100,000 円 自己資金 385,000 円 

○ 助成事業完了報告書の提出（平成 29 年 11 月 20 日） 

○ 「福祉新聞」に事業完了の公示広告を掲載（平成 29 年 12 月 11 日） 

 

（８） 建物の老朽化及び低年齢児の入所希望増加の対策として、改築の準備計画

（建設計画、積立金確保に努力）を検討した。（保育園） 

 

（９） 保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領が改訂され、職 

員が内容を共有して対応できるように外部研修に参加して、伝達研修によ 

る共通理解と保育計画の作成に取り組んだ。（保育園） 

 

（10） 適正な運営（園内の整備、保育の充実）を遂行するための適切な職員配置の見

直しを行い、安定した職員の確保ができるように、養成校や人材派遣会社に

募集をかけ、次年度の採用に繋げた。（保育園） 

 

（11） 様々な家庭環境の中で育つ子どもたちの情緒の安定を図るため、子どもた

ちや保護者のＳＯＳの声をいち早くキャッチし、保護者との面談を数多く

行い、就労支援相談等も含めた家庭支援に取り組んだ。（保育園） 

 

２ 主要会議（理事会・評議員会）の実施状況 
 
〇 理事会（第 161 回） 

開 催 日  平成２９年５月２８日（日）午後５時００分～ 

場  所  南河学園多目的ホール 

出 席 者  理事長、常務理事、理事５名、監事２名 

主要議題  平成２８年度事業報告（案）、決算報告（案）、監事監査報告、 

新役員候補者（案）、定時評議員会開催（案）、役員等報酬規程 

（案）、諸規程（経理規程）の一部改定（案）、その他 ①（仮 

称）第２共生ホーム・地小規模児童養護施設の開設の件、②児 

童養護施設南河学園の給食業務外部委託の件、③平成２９年 

度公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業（阪神馬 

主協会分）の申請の件 

 

 

 



〇 評議員会（平成 29 年度定時評議員会 第 1回評議員会） 

開 催 日  平成２９年６月１２日（月）午後５時００分～ 

場  所  シェラトン都ホテル大阪 

出 席 者  評議員８名、理事長、常務理事、監事１名 

主要議題  平成２８年度事業報告、平成２８年度計算書類及び財産目録 

の承認、理事・監事の選任、役員（理事及び監事）及び評議員 

の報酬規程の制定、その他 社会福祉充実計画 

 

〇理事会（第 162 回） 

開 催 日  平成２９年６月１２日（月）午後６時３０分～ 

場  所  シェラトン都ホテル大阪 

出 席 者  理事長、常務理事、理事５名、監事２名 

主要議題  理事長及び常務理事の選任 

 

〇理事会（平成 29 年度臨時） 

開 催 日  平成３０年２月１１日（日）午前 11 時 15 分～ 

場  所  南河学園 会議室 

出 席 者  理事長、常務理事、理事５名、監事２名 

主要議題  理事長及び常務理事の業務執行状況報告 

 

〇理事会（第 163 回） 

開 催 日  平成３０年３月２８日（水）午後５時００分～ 

場  所  フランス料理「ピノ・ノアール」 

出 席 者  理事長、常務理事、理事５名、監事２名 

主要議題  平成２９年度補正予算（案）、平成３０年度事業計画（案） 

      平成３０年度予算（案）、定款の一部変更（案）、諸規程（公用 

車・私有車の使用規程）の制定（案）、諸規程（給与規程）の 

一部改正（案）、その他 決算理事会、定時評議員会、評議員・ 

理事合同会の招集について 

 


